
社会福祉法人大洲育成園建設工事等競争入札参加資格等審査委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法人大洲育成園が発注する重要な建設工事及び当該工事に関する測量や設計等

の委託業務、物品購入の競争入札参加資格等について必要な事項を審査するため、社会

福祉法人大洲育成園建設工事等競争入札参加資格等審査委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

 

（任務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。 

（１）建設業者や購入業者等の格付けに関すること。 

（２）１件につき設計金額が社会福祉法人大洲育成園経理規程第７３条第１項別表の金額以

上の建設工事や物品購入等の入札参加資格の設定及び確認並びに業者選定に関するこ

と。 

（３）その他委員長が審査に関し必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 委員長は施設長を、副委員長は理事長の指名する理事１名及び財務関係を担当する監事

１名の２名をもって充てる。 

２ 委員は、理事長の指名する評議員１名、事務長及び主任指導員をもって充てる。 

３ 理事長が指名した法人外部や第三者の者を委員に充てることができる。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。委員会

の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

３ 委員長が必要と認めるときは、委員会の開催を省略し、議事を決定することができる。 

４ 委員会の決議事項については、評議員会及び理事会において報告する。 

 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、社会福祉法人大洲育成園法人本部事務局において取り扱うこととする。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

 



附則   この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附則   この要綱は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 


